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 記  者  発  表  資  料  

《  第２報（最終報）  》  
 

国道 34 号・国道 57 号の渡り線部（諫早市 小船越
お ぶ な こ し

町）の  

法面損傷に伴う通行規制を解除します。  

 

国道 34 号・国道 57 号の渡り線部（諫早市 小船越
お ぶ な こ し

町）において、２５日  
１３時３０分から全面通行止めを行っておりましたが、応急復旧が完了し  
たため、１５時４０分より通行規制を解除いたします。  

 
 

■  内 容 ：  通行規制解除  
 

■  箇 所 ：  国道５７号諫早市 小船越
お ぶ な こ し

町  
 
■  時 間 ：  令和５年８月２５日１５時４０分  
 
 

 

【問い合せ先】  
国土交通省  九州地方整備局  長崎河川国道事務  災害対策支部  
電  話：０９５－８３９－９２１１  
道路副所長  児玉（こだま）   総括保全対策官  髙田（たかた）  
計画課長   小柳（こやなぎ）  

 

 発表日時  令和 5 年 8 月 25 日  15 時 40 分  
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